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医療療養病床 介護療養病床

○医療療養病床では、多い順に、
医療療養病床が52.1％、特別養護老人ホームが16.8％、介護老人保健施設が15.9％であった。

○介護療養病床では、多い順に、
介護療養病床が57.4％、特別養護老人ホームが26.2％、介護老人保健施設が15.8％であった。

（複数回答）

それぞれの施設等の機能や、療養病床入院患者本人の医療や介護の必要性等を踏まえて、
対応が望ましいと考えられる施設等（医療機関による回答） （療養病床アンケート調査結果より）
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介護老人保健施設 サテライト型

小規模老人保健施設

医療機関併設型

小規模老人保健施設

介護療養型医療施設

（診療所）

定義
－

本体施設である介護老人保健
施設との密接な連携を確保しつ
つ、本体施設とは別の場所で運
営され、入所者の在宅復帰支援
を目的とする２９人以下の介護
老人保健施設

病院又は診療所に併設され、入所
者の在宅復帰支援を目的とする定
員２９人以下の介護老人保健施設
であって、サテライト型小規模老人
保健施設以外のもの

－

人員基準 ○医師（１人以上入所者100：１）
○看護・介護職員 ３：１

（うち看護職員２／７程度）

○支援相談員 １００：１

○ＰＴ又はOＴ １００；１

○栄養士 １以上（定員１００以
上）

○介護支援専門員 １以上

☆医師 →兼務可

○看護・介護職員

☆支援相談員 →兼務可

☆ＰＴ又はOＴ →兼務可

☆栄養士 →兼務可

☆介護支援専門員 →兼務可

☆医師 →兼務可

○看護・介護職員

○支援相談員 →１以上

☆ＰＴ又はOＴ →兼務可

☆栄養士 →兼務可

○介護支援専門員 →１以上

○医師 １人

○看護・介護職員（当分の間
３：１ 少なくとも看護職員１
以上）

○介護支援専門員 非常勤

（参考）小規模老人保健施設の現行の人員設備基準の概要

※ サテライト型小規模老人保健施設、医療機関併設型小規模老人保健施設の算定日数上限は１８０日となっている。
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サテライト型施設の概要

サテライト型施設本体施設

○本体施設との連携を前提に規制緩和しており、
効率的な運営が可能

人員基準
○管理者（施設長） → 本体施設と兼務可

○医師、介護支援専門員、栄養士、調理員、機能訓練指導員、
事務員、その他の職員 → 配置不要 等

○医務室、調理室 → 本体施設の設備を利用
○廊下幅 → １．５ｍ（中廊下１．８ｍ）で可 等

設備基準

密接な連携

○建物賃貸により、既存建物等を活用した整備が可能

○ 建物を大規模改築
することなく、ベッド数を
減らして１人当たり居室
面積を拡大することが
可能

本体施設との連携を前提として、人員配置基準や設備基準を緩和した、小規模（定員２９人以下）の施設。
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改修費用に対する対策

１ 現在講じられている負担軽減措置

（１） 老健施設等への機能転換に向けた助成措置

・地域介護・福祉空間整備等交付金（市町村への交付金）
・医療提供体制施設整備交付金（都道府県への交付金）
（～平成１９年度）

・医療保険財源による「病床転換助成事業」
（平成２０年度～）

の活用により、転換に要する費用を助成。

（２） 転換時の改修等に関する特別償却制度（法人税）の創設

療養病床を老健施設等に転換するための改修等を行った
場合、当該年度の法人税について特別償却（基準取得価額の
１５％）できる措置を創設し、税負担を軽減する。
【平成１９年４月から平成２１年３月まで】

（３） 福祉医療機構の融資条件の優遇等

（独）福祉医療機構の融資において、転換に伴う改修等に要
する資金については、次のような優遇措置を講じる。

【平成１９年度】
① 融資率の引き上げ（７５％→９０％）
② 貸付金利の引き下げ（財投金利と同じ）
③ 有料老人ホームの融資対象化

一時的な資金不足が生じる場合には、（独）福祉医療機構の
経営安定化資金融資制度を利用可能。
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療養病床を有する施設に対する貸付件数及び貸付金残高

２ 福祉医療機構における貸付
（１） 福祉医療機構の役割

・ 福祉医療機構は、福祉施設・医療施設の整備に対し、長期低利による

政策融資を実施。
・ また、融資事業の補完、福祉医療に関する多岐にわたる事業を実施し、
社会福祉法人及び医療法人等の事業運営を支援

（２） 福祉医療機構における貸付の状況

・ 福祉医療機構による福祉・医療貸付は、福祉医療政策と密接に関係して
いることから、福祉・医療改革の動向に影響を受けている。

・ 平成１２年（2000年）に、介護保険制度が開始され、第４次医療法改正

により療養病床が創設されたことなどを受け、平成９年度ころから貸付件
数、貸付金残高ともに急激な伸びを見せ、平成１２年度以降はほぼ横ばい
の状態である（下図を参照）。
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介護保険事業（支援）計画の仕組み（イメージ）

① 市町村は、計画期間（３年間）における各年度・サービス種別ごとのサービス見込み量等を設定し、保険料を決定する。

② 広域型の施設・居住系サービスについては、都道府県が、各年度・施設種別ごとの必要定員総数を設定する。

③ 各年度・各施設種別の必要定員総数を超える場合は、指定申請等を拒否することができる。

介護保険事業計画
（市町村）

介護保険事業支援計画
（都道府県）
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在宅時医学総合管理料

在宅末期医療総合診療料

在宅患者訪問診療料

・在宅療養支援診療所の保険医が定期的に訪問をして診
療を行う場合のみ算定できる。
・ただし、外部サービス利用型については、在宅療養支援
診療所以外でも可。

・算定できない（末期の悪性腫瘍である患者を除く）。
・ただし、外部サービス利用型については算定できる。

・算定できない。
・ただし、外部サービス利用型については算定できる。

■介護給付（特定施設入居者生活介護）を受ける有料老人ホーム等の入居者への在宅
医療関係の診療報酬の取扱い

居住系施設における在宅医療取扱いについて
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